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 ●概要 

逗子市期日前投票所において、一部誤った参議院神奈川県選出議員選挙の候補者氏名等の掲 

示（以下、「氏名等掲示」という。）を掲出したという事案が発生。 

 

 ●経緯 

令和７年７月６日（日）午前９時３０分頃、氏名等掲示の一部に誤りがあると選挙人からの 

 指摘があり確認したところ、はじかのひろき候補の氏名がはじかのひろゆきとなっていたため 

直ちに正しい氏名等掲示に掲出しなおした。 

 

 ●原因 

氏名等掲示物作成にあたり、神奈川県から送付された届出順の候補者一覧にもとづき原稿を 

作成する際及び掲示順のくじ引き後複数人で行った読み合わせが不十分であった。 

 

●掲出のしなおしまでの投票者数 

７月４日 367人  ７月５日 409人  ７月６日午前９時３０分まで 43人 計 819人 

  

●再発防止対策 

 氏名等掲示の原稿作成にあたっては、作成時はもとより作成後には原稿作成者以外の者によ 

る確認を行う体制を構築する。 

 

●投票の取り扱い 

投票の記載からはじかの候補への投票と読み取れる票（はじかの、ひろゆき、鹿野、裕樹等） 

は有効な票として取り扱われる。 
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●選挙管理委員会として 

今回発生した事案につきまして、選挙管理委員会といたしまして候補者並びに選挙人の皆 

さまの信頼を損なうこととなり、申し訳ございません。今後、このような事案の発生がない 

よう一層注意深く事務にあたってまいります。 

ご迷惑、ご心配をおかけしましたこと深くお詫びいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

行政委員会事務局（選挙管理委員会） 

上野・廣川 

電話：046-873-1111 内線 446・447 


